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○あきる野市障害者通所支援施設の設置及び管理に関する条例

平成２４年１２月２５日

条例第２５号

（設置）

第１条 障害者に対し、日常生活上の支援及び身体機能又は生活能力の向上のための必要な支援を行うため、

あきる野市障害者通所支援施設（以下「支援施設」という。）を設置する。

（名称、位置及び定員）

第２条 支援施設の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

（令６条例６・一部改正）

（業務）

第３条 支援施設は、次に掲げる業務を行う。

（１） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以

下「法」という。）第５条第７項に規定する生活介護に関すること。

（２） 前号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

（休所日）

第４条 支援施設の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを

変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

（１） 日曜日及び土曜日

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日

（３） １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。）

（利用時間）

第５条 支援施設の利用時間は、午前９時から午後４時までとする。ただし、市長が特に必要があると認め

るときは、これを変更することができる。

（利用対象者）

第６条 支援施設を利用できる者は、市内に住所を有し、法第１９条第１項の規定により生活介護に係る介

護給付費の支給決定を受けた者とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

（利用の承認）

第７条 支援施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

２ 市長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。

（利用の不承認）

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援施設の利用を承認しない。

（１） 支援施設内の秩序を乱すおそれがあるとき。

（２） 伝染性の疾患があるとき。

（３） 支援施設の管理上支障があるとき。

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

（支援施設の管理）

第９条 支援施設の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

指定管理者に行わせるものとする。

（指定管理者が行う業務）

第１０条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

（１） 第３条に規定する業務に関すること。

（２） 支援施設の維持管理に関すること。

（指定管理者の指定の手続等）

第１１条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関

する条例（平成１７年あきる野市条例第２号）の定めるところによる。

２ 第９条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第４条ただし書、第５条ただし書及

び第６条ただし書中「市長が特に必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た

とき」と、第７条、第８条及び次条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

（令６条例６・一部改正）

（利用承認の取消し等）

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制

限し、若しくは停止することができる。

（１） 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

（２） 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

名称 位置 定員

希望の家 あきる野市五日市３７４番地５ ２０人
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２ 市長は、前項の規定により利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償の義務）

第１３条 利用者は、支援施設の建物、設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなけ

ればならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除する

ことができる。

（委任）

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。

（あきる野市心身障害者通所授産施設条例等の廃止）

２ 次に掲げる条例は、廃止する。

（１） あきる野市心身障害者通所授産施設条例（平成７年あきる野市条例第８５号）

（２） あきる野市心身障害者（児）通所訓練施設条例（平成７年あきる野市条例第８６号）

附 則（令和６年条例第６号）

この条例は、令和６年４月１日から施行する。


